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小売酒販店用 

酒類の品質管理等に関するチェック表 

 

１－１ 清酒と合成清酒、連続式蒸留しょうちゅうと単式蒸留しょうちゅう、ビールと発

泡酒と第三のビール、ウイスキーとブランデー等の違いについて説明できますか。 

概ね説明できる ５ 少しは説明できる ３ あまり説明できない ０

 

１－２ 清酒の特定名称酒（吟醸、純米、本醸造）の違いを説明できますか。 

概ね説明できる ５ 少しは説明できる ３ あまり説明できない ０

 

１－３ 例えば清酒やしょうちゅう等について、来店者から商品選択の助言を求められた

ときに主な銘柄について違いの説明ができますか。 

概ね説明できる ５ 少しは説明できる ３ あまり説明できない ０

 

１－４ 「１－１」から「１－３」のいずれかで「少しは説明できる」又は「あまり説明

できない」という方に伺います。今後説明できるようになりたいと思いますか。 

説明できるようにな

りたい 

１ 説明できるようにな

りたいとは思わない

０

 

 

２ 酒類の陳列・保管に際して、日光が当らないように配慮していますか。 

常に配慮している ５ 一部は配慮している ３ 配慮していない ０

 

 

３－１ 酒類の陳列・保管に際して、冷蔵、定温、常温などの配慮を商品別にしています

か。（定温とは、常時（24 時間）一定温度で管理されている店舗（室）内に陳列されてい

ることです。） 

配慮している ３ 全く配慮していない ０

 

３－２－１ 「３－１」で「配慮している」方に伺います、具体的に、「清酒の大吟醸酒、

生（貯蔵）酒」を冷蔵陳列ケースや冷蔵庫に陳列・保管していますか。 

全商品につい

て入荷時から

販売まで冷蔵

している 

３ 一部商品につい

ては入荷時から

販売まで冷蔵し

ている 

２ 店頭又は倉庫の

いずれかしか冷

蔵していない 

１ 全くし

ていな

い 

０

 

３－２－２ 「３－１」で「配慮している」方に伺います、具体的に、「ワイン」を定温で

陳列・保管するなど温度管理を行っていますか。 

全商品につい

て入荷時から

温度管理して

いる 

３ 一部商品につい

ては入荷時から

温度管理してい

る 

２ 店頭又は倉庫の

いずれかしか温

度管理していな

い 

１ 全くし

ていな

い 

０

 

３－２－３ 「３－１」で「配慮している」方に伺います。陳列・保存方法が明らかでな

い商品については、仕入先等に確認していますか。 

不明な場合は常に確

認している 

２ 一部は確認している １ 確認していない ０
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３－２－４ 「３－１」で「配慮している」方に伺います。得意先の料飲店に対して、酒

類提供までの保管方法、お燗器やビールサーバーなどの衛生管理などについて助言して

いますか。 

常に助言している ２ 一部は助言している １ 助言していない (料飲

店の得意先はない) 

０

３－２－５ 「３－１」で「配慮している」方に伺います。知識が不足していると思われ

る消費者に販売する際には、酒類の保管方法や飲用方法について助言していますか。 

常に助言している ２ 一部は助言している １ 助言していない ０

３－３ 「３－１」で「配慮していない」方に伺います。今後は冷蔵、定温、常温などの

配慮を商品別にしていきますか。 

全商品について配慮

したい 

２ 一部商品については

配慮したい 

１ 配慮するつもりはな

い 

０

４ 陳列・保管している商品について、製造年月や仕入年月などをチェックしていますか。 

１か月に１度以上は

定期的にチェックし

ている 

５ 年に何回かはチェッ

クしている 

３ ほとんどチェックし

ていない 

０

５ 最後に酒類の販売管理について伺います。酒税法の記帳義務や酒類業組合法の表示義

務などの酒類販売に関連する法令を遵守していますか。 

すべて遵守している 10 遵守していない事項

が一部ある 

０
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日本で唯一のお酒に関する国の研究機関です 
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